
 

食品安全施策の実績及び計画について 
 

１ 食品の安全に関する情報や意見の交換の促進 

（１）食品の安全に関するリスクコミュニケーションの実施 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①食品安全推進本部会議の開催  2 回 2 回 2 回 
 

○ 食品安全推進本部会議や専門部会（4 回）を開催し、食品安全に関する施策の 

推進について協議した。 

   ア  第１回（6 月 5 日） 

     ・食品安全施策の実績及び計画について 

          ・飲食店等におけるメニュー表示の自己点検状況等の現地確認結果について 

     ・景品表示法の改正について 

     ・国内における家畜伝染病の発生と県内での対応について 

   イ 第２回（3 月 2 日） 

     ・平成 27 年度富山県食品衛生監視指導計画（案）について 

     ・飲食店等の臨時営業許可制度の新設について 

     ・食品表示法の概要について 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 食品安全推進本部会議を開催し、施策の推進等の協議を行う。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

②食品安全フォーラム等の開催  2 回 ２回 2 回 
 

  ○ 食品安全情報をわかりやすく解説するとともに、県民との意見交換を行う「食品

安全フォーラム」等を開催した。 

   ア 「食品安全フォーラム in とやま～比べてみよう！『効果』と『リスク』～」 

（8 月 4 日､とやま自遊館､参加者約 160 名） 

  ・講演  

「食べたものはどこにいく？過剰摂取のリスク～脂質の例～」 

            講師：内閣府食品安全委員会 委員  山添 康 氏 

     「健康食品の実態と安全性・有効性」 

       講師：（独）国立健康・栄養研究所 情報センター長  梅垣 敬三 氏 

    

  イ 県民が被災地生産者等の声に直に触れ、被災地産品の美味しさや安全性を実感する、

震災復興応援イベント「食の安全・安心交流フェア～今、富山からできること～」

を開催した。 

   （3 月 8 日、フューチャーシティー ファボーレ、参加者約 2,500 名） 

   ・食の安全・安心セミナー 

     講師：深野 健司 氏（ラジオ福島アナウンサー） 



 

   ・お笑い芸人「母心」トークショー「食べて応援！Made in ふくしま」 

   ・福島県産品の試食・販売コーナー 

   ・パネル展示＆応援メッセージコーナー 

   ・その他（ゆるキャラ＆ジャンケン大会、クイズラリー等） 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 食品安全フォーラム及び食の安全・安心交流フェア、意見交換会等を開催し、

リスクコミュニケーションの強化を図る。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

③食の安全を語る会の開催  4 回 4 回  4 回 

 

○ 農畜水産物の生産者、食品製造者、食品流通業者、食品販売者及び消費者の代表

者と情報交換を行うため、県内の 4 ブロックにおいて、｢食の安全を語る会｣を開催

し、食品衛生監視指導計画及び実施状況、食品等事業者における自主衛生管理の推

進施策並びに食中毒などの食品の安全を巡る諸問題等について協議した。 

    ア 新川地区（11 月 20 日開催、技術専門学院新川センター、出席者 15 名） 

    イ 中部地区（11 月 19 日開催、中部厚生センター、出席者 19 名） 

    ウ 高岡地区（10 月 28 日開催、高岡総合庁舎、出席者 24 名） 

    エ 砺波地区（11 月 25 日開催、砺波厚生センター、出席者 27 名） 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ 県内の 4 ブロックで消費者等の関係者と食品安全に関する情報交換を行う。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

④食品安全出前講座の開催  60 回 47 回 60 回 
 

○ 食中毒や感染症のリスクの高い児童、生徒 及び高齢者、さらに家庭で食事を作る

方などに食品衛生知識の普及・向上を図るため、要請に応じて講義形式の「食品安

全出前講座」のほか、少人数で気軽な雰囲気で食品衛生について学べる懇談会形式

の「食のサイエンスカフェ」（Ｈ26 実績：8 回）を開催した。 

○ 食品安全（放射能関連含む）及び食品表示に関する研修会も開催した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ 各施設に出向き、パンフレット等を用いて食品衛生や食品表示制度等に関する

講習会を実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑤食品衛生相談所及びパネル展示会の開設  8 カ所 8 カ所 8 カ所 
 



 

  ○ 8 月 1 日から 31 日までの期間を食品衛生月間として、大規模小売店舗内等にお

いて、食品衛生相談所やパネル展示会を開設するとともに、パンフレットの配布や

児童生徒向けの○×クイズ、街宣車巡回を実施するなど、食品衛生思想の重点的な

普及啓発活動を実施した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 食品衛生思想普及のため、8 月の食品衛生月間中に、各厚生センター、支所及

び大規模小売店舗内等において様々な普及啓発活動を行う。 

 

（２）食品の安全に関する正しい知識の普及啓発や相談の実施 

○ 食中毒予防の正しい知識の普及啓発と周知のため、「食中毒予防早見表」を作成し、

消費者や食品事業者などに配布した。 

○ 消費者グループからの要請や、関係機関・団体との連携により、講師派遣や資料

の提供に努めた。 

○ 生産から消費の各段階で行われている食品トレーサビリティ等の取組への理解を

深めるため、食品事業者や地域指導者を対象とした現地研修会を開催するとともに、

わかりやすく解説した資料を作成し、普及啓発に活用した。 

○ 食品事業者の自主衛生管理を推進するため、HACCP 手法を学ぶ「食の安全アカ

デミー」や北陸新幹線開業に備え、本県の特産品（水産加工品、ます寿し）の製造

業者を対象に「お土産品の安全確保セミナー」等を開催した。 

○ 食品の安全に関する県民からの相談に対応するため､各種相談窓口の設置により､ 

適切な対応に努めた。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 「食の安全・安心交流フェア」において、食の安全セミナーを開催すると共に、

幅広い県民に食の安全についての正しい知識と理解を深めてもらうためパネル

展示等を行う。 

・ 「食の安全アカデミー」及び「HACCP 導入説明会」を開催し、食品事業者の

自主衛生管理を推進する。 

・ 食品安全に関する講習会への講師派遣や情報提供に努めるとともに、相談窓口

での対応を行う。 

 

相談窓口 受付内容 

消費生活センター 食品に関する消費生活相談 

厚生センター 健康相談、衛生管理、栄養成分表示等 

農産食品課食品安全係 
食品の安全に関する質問や意見要望等 

とやま食の安全・安心情報ホームページ 

食品表示１１０番（農産食品課） 食品表示 

 

 



 

（３）ホームページによる情報の提供と意見や要望への対応 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①とやま食の安全・安心情報ホームページ 

アクセス年間件数 
36,000 件 26,526 件 36,000 件 

○ 県内の食中毒発生や食品安全フォーラムの開催内容、県で作成した食の安全安心

パンフレットや食品表示テキストの掲載など、適時的確な情報提供に努めるととも

に、ホームページを通じた県民からの問合せに対応した。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 適時的確な情報提供、内容の更新に努め、欲しい情報がよりスムーズに得られ

るように工夫するとともに、ホームページの認知度向上に努める。 

 

【各種情報提供を行ったホームページ】 

・とやま食の安全・安心情報ホームページ  

（URL：http://www.pref.toyama.jp/sections/1613/anzen/） 

・「消費者の安全・安心コーナー」ホームページ  

（URL：http://www.consumer-toyama.jp/） 

   ・富山県のホームページ （URL：http://www.pref.toyama.jp/） 

 

 

２ 安全な農林水産物の供給 

（１）適正な農業生産活動の実施 
 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①農薬販売業者等への立入検査件数  

（販売店舗数） 

125 件 

（575） 

123 件 

（566） 

137 件 

（566） 

②農薬管理指導士の延べ認定者数 770 名 793 名 810 名 

 

○ 農薬の品質・流通の適正化とその安全かつ適正な使用を図るため、農薬取締法に  

基づく農薬販売業者等への立入検査等を実施するとともに、農薬危害防止運動によ

る生産者への広報活動や農薬使用基準の遵守など農薬の適正使用を計画的に指導

した。 

○ 農薬使用に関する指導者を認定する農薬管理指導士については、新たに 23 名を認

定した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 農薬取締法に基づき計画的に農薬販売者等への立入検査等を実施する。 

・ 農薬の安全使用に関する指導者の育成のため、研修および農薬管理指導士の  

認定試験を実施する。 

 
 



 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①普通肥料登録・更新件数    （登録品目数） 8(82) 13(77) 22(77) 

②適正な肥料の製造・販売指導（販売業者数） 30(412) 46(413） 30（413） 
 

○ 県内の肥料生産業者・販売業者・輸入業者に対し、肥料取締法に基づく適正な肥

料の生産及び流通について指導した。 

  ○ 新規に県へ肥料生産業の登録及び届出が行われた肥料について、原材料や生産  

工程を吟味し、有効成分及び安全性を確認した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 肥料取締法に基づく適正な肥料の生産・流通等が行われるよう指導する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑤飼料販売業者への立入検査件数  

（対象事業場数 ) 

22 件 

(187 事業場 ) 

22 件 

(190 事業場 ) 

22 件 

(190 事業場 ) 

⑥飼料の安全使用巡回指導農家数  

   （対象農家数）  

80 戸 

(153 戸 ) 

80 戸 

(153 戸 ) 

80 戸 

(144 戸 ) 

⑦飼料の安全性分析検体数  24 検体 24 検体 24 検体 

 

○ 飼料規制の徹底を図るため、飼料の適正な管理等に関する講習会を開催するとと

もに、飼料安全法に基づき、飼料販売業者への立入検査や畜産農家に対する巡回 

指導を実施した。 

○ また、県内に流通する飼料の安全性を確認するため、肉骨粉やかび毒等の含有の

有無の検査を実施した結果、違反事例はなかった。 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 飼料安全法に基づき、飼料販売業者等への立入検査等を実施し、飼料の安全性

の確保を図る。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑧動物用医薬品製造業者への立入検査件数  

（対象業者数）  

3 件  

(11 業者 ) 

4 件  

(12 業者 ) 

1 件  

(12 業者 ) 

⑨動物用医薬品販売業者への立入検査件数  

（対象業者数）  

延べ 7 件  

(90 業者 ) 

延べ 16 件  

(92 業者 ) 

延べ 15 件  

(87 業者 ) 

 

○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、

動物用医薬品製造業者および販売業者への立入検査を行い、動物用医薬品の適正な

製造、販売について指導を行った。 

また、獣医療施設および畜産農家に対し、動物用医薬品の適正な使用を指導した。 
 



 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ 引き続き、動物用医薬品製造業者および販売業者等への立入検査等を行い、  

動物用医薬品の適正な製造、販売、使用を指導する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑩青果物の残留農薬自主検査検体数  40 検体 46 検体 60 検体 

 

○ 県産青果物の安全性を確認し、消費者や流通関係者へ安全性に関する情報を発信

するため、出荷団体が自主的に残留農薬の検査に取組んだ。 

検査結果については、基準値を超える農薬は検出されなかった。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 野菜産地等が実施する残留農薬の自主検査や、県産青果物の安全性に対する情

報提供等により、消費者からの信頼を確保する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑪米、大麦、大豆の生産履歴記帳率 100％ 100％  100％ 

 

○ 生産段階における農産物の安全性の確認や、食品事故等の発生時における早期原

因究明、回収など、迅速な対応に資する観点から、生産者に対して生産履歴の適切

な記帳、管理を指導した。 

また、農産物の安全性確保などを目的とした「富山県適正農業規範（平成 23 年

12 月策定）」に基づく適正な農業生産活動の実践（とやまＧＡＰ）について、モデ

ル農場の設置とその支援や指導者の育成を図るなど、より良い農業の普及・定着に

努めた。        （ＧＡＰ：Ｇood Ａgricultural Ｐractice の略） 
 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ とやまＧＡＰの取組を展開するとともに、その一環として、消費者等への情報

提供が可能な生産履歴の適切な記帳等を推進する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑫畜産における HACCP手法衛生管理導入推進 

農場設置数 
21 農場 20 農場 19 農場 

 

○ HACCP 方式の考え方に基づく衛生管理手法を生産段階に導入するための指導や、

農家における衛生管理状況の定期的な点検、病原微生物汚染状況等のモニタリング 

調査の実施及び改善指導を行った。 
 



 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ HACCP 方式の考え方に基づく衛生管理手法を導入するための指導等を行う。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑬林産物生産者に対する巡回指導実施戸数  

（対象戸数）  

延べ 40 戸 

(40 戸 ) 

延べ 40戸 

(40 戸 ) 

延べ 40 戸 

(40 戸 ) 

 

○ 安全なきのこを計画的に生産するため、生産者に対する巡回指導を実施するとと

もに、農薬の使用に関する資料等の提供に努めた。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 安全なきのこを計画的に生産するため、放射性物質に係る食品の新基準値を 

超えるきのこが生産されないよう、生産者に対する巡回指導を実施するとともに、

農薬の使用に関する資料等の提供に努める。 

 

 

（２）家畜伝染病の発生予防とまん延防止 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①農場死亡牛のＢＳＥ検査数 250 頭 192 頭 188 頭 

 

○  ＢＳＥの発生予防とまん延防止の観点から､牛海綿状脳症対策特別措置法に基づ

き､24 カ月齢以上の農場死亡牛全頭を対象に、ＢＳＥ検査を実施した結果、全て  

陰性であった。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 平成２７年２月１７日付けで、家畜伝染病予防法及び牛海綿状脳症対策特別措

置法の一部が改正され、平成２７年４月１日から、死亡牛のＢＳＥ検査の対象を

「24 カ月齢以上」から「48 か月齢以上」に引き上げて検査を実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

②高病原性鳥インフルエンザの 

モニタリング検査数 
延べ 107 回 延べ 108 回 延べ 108 回 

 

○ 高病原性鳥インフルエンザの発生予察のための監視 

ア．定点モニタリングとして県内鶏飼養農家 6 戸を選定し、毎月１回、飼養鶏の

臨床検査を行い、鶏舎に偏りのないよう最低 10 羽について、ウイルス分離

検査及び血清抗体検査を実施した。 

イ．渡り鳥の飛来状況を勘案し、10 月から 5 月の間に強化モニタリングとして 

100 羽以上の鶏飼養農家 21 戸に対して、最低 10 羽を対象に血清抗体検査を実 

施した。 



 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 引き続き発生予察のための監視を実施するとともに、飼養衛生管理基準の遵守

の徹底を図る。 

・ また、家畜伝染病防疫実地訓練の実施や発生に備えた防疫資材の備蓄、緊急検

査用資材等の購入などにより、家畜伝染病の防疫対策を強化する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

③養殖衛生管理指導を行った経営体数  

（対象養殖場数）  

17 経営体 

(33 経営体 ) 

17 経営体 

(33 経営体 ) 

17 経営体 

(33 経営体 ) 

 

○ 魚類養殖場における養殖水産動物の安全性確保と、コイヘルペスウイルス等の  

魚病まん延防止（防疫）のため、指導・調査や試験研究を実施した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

    ・ 県内では比較的規模の大きい経営体を中心に、半数以上の経営体の指導を目標

に実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

④豚丹毒ワクチン接種頭数  

        (豚の飼養頭数 (4.1 現在 )) 

42,000 頭 

(29,600 頭 ) 

35,261 頭 

(29,610 頭 ) 

37,000 頭 

(29,600 頭 ) 

 

 ○ 人畜共通感染症である豚丹毒の発生を予防するため、豚丹毒のワクチン接種に  

要する経費に対して助成を行った。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ ワクチン接種に要する経費に助成し、県民への安全な豚肉の供給に資する。 

 

 

３ 食品の安全確認体制の強化 

（１）食品関係施設等の監視・指導                     

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①食中毒発生件数（原因究明・指導件数）  － 6 件 －  

 

○ 平成 26 年次（1 月～12 月）に県内で発生した食中毒の件数は 6 件、患者数は 46

名、死者 0 名であった。〔平成 25 年次 6 件、患者数 67 名、死者 0 名〕 

ア 内訳として、植物性自然毒による食中毒が 3 件発生し、患者数は 8 名、ノロウ

イルスによる食中毒が 2 件発生し、患者数は 37 名であった。 

イ 「ふぐの取扱いに関する条例」制定後、初めてフグによる食中毒が発生した。 

○ 食中毒発生時には原因究明を行い、原因施設に対し再発防止のため営業停止の措

置を講ずるとともに、調理施設の消毒や衛生教育等を実施した。 



 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 「富山県食中毒対策要綱」に基づき、平常時においては、国内における食中毒

発生の情報収集や各種広報媒体の活用による食中毒に関する情報提供等を実施

する。発生時においては、関係部局等と連携を図りながら迅速かつ的確に調査等

を実施する。 

 

 

 

○ 「富山県食品衛生監視指導計画」に基づき、業種毎に過去の食中毒発生頻度、製

造・販売される食品の流通の広域性及び営業の特殊性を考慮し、それぞれ重要度の

高い業種（施設）の順にＡ～Ｅの 5 ランクに分類し、食品衛生監視員が食品取扱施

設に監視指導を実施した。 

○ 監視時に不在などで監視指導ができなかった施設に対しては、事前通告等を行い、

監視指導を実施した。 

（参考） 監視対象施設数及び監視率   

 

    １）ランク別監視施設： 業種毎に過去の食中毒の発生頻度や、監視の重要度に応じ  

ランク分けし、衛生状況を確認指導する。 

       Ａランク（広域流通する製造業など） ：標準監視回数年３回 

       Ｂランク（飲食店営業（食堂、仕出し弁当など）：同上年２回  

    ２）監視率＝監視実施件数÷（監視対象施設数×標準監視回数） 

３）休業等で営業実態のない施設を除き算出する 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 平成 27 年度の食品衛生監視指導計画に基づき、一般監視並びに生食用食肉取

扱施設、学校及び社会福祉施設等給食施設などの大規模調理施設について重点監

視を行う。 

・  全国規模のイベント開催に併せて、参加者が利用する宿泊施設や弁当製造施設

等に対し、簡易検査等を用いた効果的な監視指導を実施する。 

・ 監視時に不在などで監視指導ができなかった施設に対しては、事前通告等を行

い監視指導を実施する。 

  Ｈ25 実績 Ｈ26 実績 Ｈ27 見込み 

②食品関係施設 

の監視実施件数 

富山県管内 

(監視対象施設数) 

30,499 件 

(22,004 施設) 

28,665 件 

(21,340 施設) 

28,000 件 

(21,000 施設) 

 監視ランク Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

監 視 率 

 (監視対象施設数) 

Ａランク 
100％ 

(85 施設) 

104.7％ 

(89 施設) 

100％ 

(82 施設) 

Ｂランク 
100％ 

(2,477 施設) 

105.0％ 

(2,602 施設) 

100％ 

(2,396 施設) 



 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

③－１ 食肉取扱い施設重点監視指導件数 320 件 321 件 320 件 

③－２ 大規模調理施設重点監視 300 件 300 件 300 件 

④   食中毒菌汚染実態調査検体数 60 検体 60 検体 60 検体 

 

○ 食中毒防止重点施設の監視指導として、生食用食肉を提供する飲食店営業等を対

象に簡易細菌培地を用いた食肉取扱施設重点監視、旅館や弁当製造施設等の大規模

調理施設重点監視を実施し、簡易検査の結果をもとに食中毒発生防止策について監

視指導した。 

また、厚生労働省の委託を受け生野菜、鶏肉等の汚染実態調査を行い、大腸菌、

腸管出血性大腸菌、カンピロバクターの汚染について調査を行った。 

検査の結果、生野菜等から食中毒菌の検出はなかった。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 引続き、食肉取扱施設、大規模調理施設に対し重点監視を実施するとともに、

食品の食中毒菌による汚染実態を調査し、その結果に基づき広く消費者及び食品

取扱施設等に対し啓発する。 

・  また、今年度は大規模イベントが開催されることから、飲食店や旅館などの関

係施設に対し、簡易検査キットを用いた監視指導を実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑤集団給食施設の重点監視（監視実施状況） 780 施設 809 施設 780 施設 
 

○ 抵抗力の弱い幼児及び児童並びに高齢者等の食中毒を予防するため、学校給食施

設及び社会福祉施設（老人福祉施設、保育所等）等の給食施設に対し、国が策定し

た「大量調理施設衛生管理マニュアル」等に基づき重点的な監視指導を実施した。  
 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 引き続き、ノロウイルスによる食中毒の発生を防止するため、従事者の手洗い

等、衛生管理について重点的な監視指導を実施する。また、県内の学校給食施設

等への異物混入防止対策について詳細な監視指導を実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑥卵選別包装施設 (ＧＰセンター )重点監視指導件数  

               (対象施設数 ) 

17 件 

(17 施設) 

22 件 

(18 施設) 

18 件 

(18 施設) 
 

○ 依然として、全国的に鶏卵を原因とするサルモネラ食中毒が発生していることを  

踏まえ､県内のＧＰセンターに対し、衛生管理の徹底を指導した。 
 



 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ 「平成 27 年度富山県食品衛生監視指導計画」に基づき、卵選別包装施設に対し、

監視指導を行う。 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑦と畜検査頭数 － 96,745 頭 －  

 

 

牛 

（ＢＳＥ検査＊） 

－ 1,787 頭 

(93 頭) 

－ 

豚 － 94,958 頭 － 

 

＊BSE 検査：平成 25 年 7 月から 48 か月齢超の牛について実施 

 

○ と畜場に搬入された牛及び豚について、食肉の安全確保を図るため、と畜場法及

び食品衛生法に基づく検査を実施した。また、牛のＢＳＥ検査については、48 か月

齢超の牛についての検査を実施した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ ㈱富山食肉総合センターに搬入された家畜に対し、1 頭毎のと畜検査を行うと

ともに、搬入された 48 ヵ月齢超の牛等についてＢＳＥ検査等を行う。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑧総合衛生管理製造過程の承認件数  

（26 年度末） 

－ 3 件 － 

⑨HACCP に関する相談指導件数 － 5 件 －  

 

○ 平成 26 年度末現在、県内で、国の総合衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ対応）の

承認を受けているものは、2 施設 3 件である。 

また、ＨＡＣＣＰ手法の導入を希望する施設には、専門的知識を有する「食品衛

生監視機動班」が対応する。 
 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ 食品衛生監視機動班等が中心となり、ＨＡＣＣＰの概念に基づいた衛生管理を

行うよう指導する。 

特に、国においてＨＡＣＣＰ導入手引き書等が作成されたことから、これらを

活用しながら事業者からの相談に対し、適切に対応していく。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

⑩薬局薬店の監視件数 － 329 件 －  

⑪買い上げ調査実施品目数  予算の範囲内  4 点 予算の範囲内  



 

 

○ 薬局・薬店を含むその販売施設の監視並びに買い上げ調査を通じ、いわゆる「健

康食品」の取締りを行った。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ いわゆる「健康食品」について、薬局・店舗販売業等の監視業務や、「無承認

無許可医薬品等買上調査」を実施する。 

 

 

（２）食品の安全性に関する各種検査の実施 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①食品収去検査の延べ検体数 1,564 件  1,554 件 1,585 件 

 

ア 

 

 

食品の成分規格検査    306 件 310 件 303 件 

食品添加物（成分規格以外）   283 件 285 件 287 件 

食品の細菌検査（成分規格以外）  451 件 471 件 451 件 

遺伝子組換え食品検査    8 件   8 件 8 件 

 アレルギー食品検査     40 件 40 件 60 件 

イ 残留農薬    68 件 69 件 68 件 

ウ 抗生物質  158 件 161 件 158 件 

合成抗菌剤    158 件 155 件 158 件 

動物用医薬品  60 件 23 件 60 件 

エ 環境汚染物質     32 件 32 件 32 件 

 ＰＣＢ   12 件 12 件 12 件 

有機水銀    10 件 10 件 10 件 

ＴＢＴＯ     10 件 10 件 10 件 

 

 ○ 食中毒発生の防止及び不良食品の流通防止のため、「平成 26 年度富山県食品衛生監

視指導計画」に基づき、厚生センター、衛生研究所、食肉検査所において、次の検査

を実施した。 

ア．県内で製造又は流通する食品 1,554 検体について、成分規格及び食品添加物等の

検査を実施したところ、成分規格違反が 7 件、食品添加物、衛生規範等に関する違

反が 33 件あり、被害拡大防止及び再発防止のための指導を行った。 

イ．県内に流通している野菜・果実等 69 検体（輸入加工食品 32 検体を含む。）につい

て、残留農薬の検査を実施したところ、基準値を超えるものはなかった。 

ウ．食鶏肉、鶏卵及び食肉 339 検体について、抗生物質、合成抗菌剤及び動物用医薬

品（内寄生虫用剤等）の残留検査を実施したところ、基準値を超えるものはなかった。 

エ．県近海の魚介類、鶏卵及び牛乳 32 検体について、環境汚染物質であるＰＣＢ、有

機水銀及びＴＢＴＯについて検査したところ、基準値を超える有害物質は検出され

なかった。 
 



 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 平成 27 年度の食品衛生監視指導計画に基づき、県内に流通している食品の収

去検査等を実施する。 

輸入加工食品については、残留農薬検査を引き続き実施する。 

アレルギー食品検査については、対象品目の拡大（4 種→7 種）により検体数

増加（40 検体→60 検体）を図るとともに、簡易キットで陽性となった場合には

確定検査を実施する。 

 
 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

②各検査施設の外部精度管理 1 回 1 回  1 回 

③各検査施設の内部精度管理 1 回 1 回  1 回 
 

○ 厚生センター、衛生研究所及び食肉検査所における検査の信頼性を確保するため策

定された「富山県食品衛生検査業務管理要綱」の規定に基づき、内部精度管理及び外

部精度管理を各１回実施した。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

  ・ 食品の検査精度管理のため、外部及び内部精度管理を行う。 

 

 

（３）調理従事者への指導 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①調理従事者への衛生教育研修会の開催 

(参加者数) 

―  

― 

169 回 

(5,474 人) 

―  

― 

②給食施設調理従事者等の検便検査件数  ― 延べ 9,724 件 ― 

 

○ 食品取扱事業者や集団給食施設の従事者等に対し、厚生センターの食品衛生監視員

が、食中毒や不良食品の発生を防止するため、食品の衛生的取扱い等について研修会

を実施した。 

○ 赤痢やＯ１５７等腸管出血性大腸菌感染症の発生を未然に防止するため、保育所、

幼稚園、社会福祉施設、小・中学校等の給食調理従事者並びに食品業態者及び水道

事業者を対象に、厚生センターにおいて検便を実施した。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 食品取扱事業者や集団給食施設の従事者等に対し、厚生センターの食品衛生監視

員が、食中毒や不良食品の発生を防止するため、食品の衛生的取扱い等について衛

生教育研修会を実施する。 

・ 赤痢やＯ１５７等腸管出血性大腸菌感染症の発生を未然に防止するため、保育所、

幼稚園、社会福祉施設、小・中学校等の給食調理従事者並びに食品業態者及び水道



 

事業者を対象に、厚生センターにおいて検便を実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

③学校給食の安全・衛生管理のための研修会開催  3 回 3 回 3 回 

④学校給食の衛生管理等に関する現地指導 11 回 11 回 12 回 

 

○ 学校給食における食品安全管理・衛生管理を充実強化するため、栄養教諭、学校栄

養職員及び学校給食担当者を対象とした研修会を開催し、衛生管理の指導に努めた。 

○ 「学校給食衛生管理基準」の趣旨の徹底を図るため、衛生管理に関する指導者が学

校給食施設へ出向き、衛生に関する改善指導を行った。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 学校給食担当者の衛生管理及び食品安全に関する資質向上のための研修会を行う。 

・ 衛生管理に関する指導者が学校給食施設へ出向き、実地指導を行う。 

 

 

 

４ 食品表示の適正化 

（１）食品表示の普及啓発 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①食品表示講習会の開催  ４回 ３回 4 回 

 

○  関係団体へのパンフレット等の配布やホームページで情報提供を行うとともに

業界団体等を対象とした食品表示講習会（3 回）の開催や食品表示ウォッチャー講

習会（4 回）等への講師派遣により、新たな食品表示法の内容など、適正な食品表示

の周知に努めた。 

  ○「無農薬」や「減農薬」といった、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で禁

止されている表示について周知し、ガイドラインに基づく適正な表示を推進するため、

農産物の生産者、販売者向けのパンフレット「こだわりの農産物を生産･販売する時

の注意」を作成した。 

 

   食品表示講習会実績 

 

 

 

 

 

合計 359 名 

開催日  会場 参加人数（人） 

3 月 16 日  新川会場（新川文化ホール ミラージュホール） 68 

3 月 18 日  富山会場（富山県民共生センター サンフォルテ） 170 

3 月 20 日  高岡会場（富山県高岡文化ホール） 121 



 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 食品表示に関し、関係団体に対し情報提供を行うとともに、講習会や研修会を

通じて制度の周知に努める。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

②景品表示法講習会の開催  4 回 5 回（※） 2 回 

                  （※）農産食品課主催による講習会において周知 

○ メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法の考え方をまとめたガイドラインの

公表（平成 26 年 3 月）を受け、県内 2 カ所で飲食店事業者等を対象とした景品表示法

講習会を行い、景品表示法の周知に努めた。 

 ○ また、県内 3 か所で開催された食品表示講習会（農産食品課主催）においても、メ

ニュー表示を含めた景品表示法の基本的な考え方の周知に努めた。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

  ・ 昨年の景品表示法の改正を受け、飲食店事業者等を対象とした景品表示法講習

会を行い、景品表示法の周知に努める。 

 

 

（２）食品表示の監視・指導 

○ 食品関係施設の監視時に食品衛生監視員が立ち入り食品衛生法に基づく食品表

示の監視、指導を実施した。 

 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

  ・ 食品関係施設に立ち入り、食品衛生法に基づく食品表示の監視指導を実施する。 

 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

①食品関連事業者への栄養表示基準制度等

の相談指導件数 
－ 247 件 － 

 

○ 厚生センターを窓口として、食品関連事業者からの栄養表示基準制度等に関する

相談に対応した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 厚生センターを窓口として、食品関連事業者からの栄養成分表示等に関する相

談に応じる。 

 

 

 



 

 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

②食品表示１１０番への各種相談件数  －  452 件 － 

 

○ 食品表示に関する県の統一的な相談窓口として「食品表示１１０番」を設置し   

消費者や食品関連事業者等からの相談に対応した。平成 26 年度の相談件数は 452

件（前年比 86％）であった。 

○ 相談件数のうち、食品関連事業者等からの相談が 76％（342 件）を占めており、   

自社で扱う商品に関してＪＡＳ法や食品衛生法などに基づく表示が正しいかを確

認する事案が多くなっている。 

○ また、不適切な表示に関する消費者からの情報提供には、事業者に対して指導を

行っている。 

  

【食品表示１１０番に寄せられた相談件数 (平成26年度)】 

      内容 

相談者 

問合せ・ 

相談 

要望・ 

意見 
苦情 

情報 

提供 
その他 計 

割合

（%） 

消費者 8 3  1 6   18 4.0% 

製造業者 276        276 61.1% 

販売業者 57         57 12.6% 

包装業者 9     9 2.0% 

その他（行政機関等） 90     2   92 20.3% 

計 440 3 1 8 0 452 100.0% 

 
※問合せ・相談：食品の表示方法等の問い合わせに関する情報  
※要望・意見  ：表示制度に関する提案、意見及び要望等に関する情報  
※苦情     ：行政に対する苦情や、法令上不適正な表示とは言えない情報  
※情報提供   ：食品表示関係法令に抵触するおそれのある情報  
※その他    ：上記に該当しない情報  

 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

・ 食品表示１１０番で消費者からの相談を受け付けるとともに、食品事業者に 

対し適切な表示を指導する。 

 

【食品表示１１０番相談件数の推移】 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 累計 

件数 

(件) 
141 131 171 143 208 214 407 355 408 497 490 524 452 4141 

 

 

 

 

 



 

 Ｈ26 計画 Ｈ26 実績 Ｈ27 計画 

③食品表示ウォッチャー調査店舗数  1,320 店舗 1,117 店舗 1,320 店舗 

④食品表示ウォッチャーの食品表示実態  

調査等における適正な店舗の割合  
100％ 97.3％  100％ 

 

○ 県内小売店における食品表示の実態を把握するため、消費者からなる「食品表示  

ウォッチャー」（31 名を委嘱）を配置し、ウォッチャーに対する研修会を 4 回実施  

するとともに、日常の買い物の中で小売店の食品表示の実態を調査した。 

○ また、不適切な表示が認められた店舗については、担当職員が立入調査を行い、  

適正な表示を指導した。 
 

【Ｈ２７年度計画のポイント】 

   ・ 食品表示ウォッチャーによる調査を通じた監視体制の強化に努める。 

 

 【食品表示ウォッチャーの調査による適正店舗割合の推移】 

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

適正店舗 

割合（％） 
76.1 88.1 73.3 85.9 88.4 94.1 93.3 95.2 95.4 94.7 96.6 97.3 

 

 


